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の
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意
書
を
提
出
す
る
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四
、
当
局
は
こ
れ
に
対
し
、
当
日
附
を
も
つ
て
通
商
産
業
本
省
に
一
旦
転
勤
さ
せ
、
同
日
附
を
も
つ
て
定
員
法
に
よ
り
整
理

す
る
旨
の
通
告
を
行
つ
た
。 

工
業
技
術
庁
東
京
工
業
試
験
所
に
お
い
て
、
昭
和
二
十
四
年
八
月
十
六
日
に
行
わ
れ
た
行
政
整
理
は
、
全
く
定
員
法
の
精

神
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。 

三
、
八
月
十
六
日
に
至
り
突
如
十
二
名
の
辞
職
を
要
求
し
て
き
た
が
、
理
由
は
全
く
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
全
員
が
拒

否
し
た
。 

一 

東
京
工
業
試
験
所
に
お
け
る
八
月
十
六
日
現
在
員
は
五
三
七
名
で
あ
り
、
通
商
産
業
省
令
に
よ
る
定
員
数
は
五
三
九
名

で
あ
つ
た
。 

二 

当
局
は
、
本
所
は
定
員
法
に
よ
り
出
血
し
な
い
こ
と
を
再
三
労
働
組
合
に
対
し
確
約
し
た
。 

以
上
に
よ
り
政
府
は
、
定
員
法
の
附
則
を
無
視
し
て
こ
の
整
理
を
行
つ
た
も
の
と
思
う
が
ど
う
か
。
ま
た
そ
の
処
置
を
ど 

工
業
技
術
庁
東
京
工
業
試
験
所
職
員
の
行
政
整
理
に
関
す
る
質
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意
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三 

 



 

四 

う
と
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 
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